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教員養成について

文部科学省 高等教育局 大学振興課 教員養成企画室
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小学校 中学校 高等学校

国立教員養成系大学・学部
４１．０％

（平成８年度 ６７．１％）

２７．３％

（平成１１年度 ４０．２％）

１２．２％

（平成７年度 １７．９％）

一般大学 ４９．６％ ５９．８％ ６３．２％

短期大学等 ３．２％ １．５％ ０．６％

大学院 ６．２％ １１．４％ ２４．０％

教員養成の現状
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高等学校教員

173,716人

中学校教員

216,272人

小学校教員

384,170人

教員養成学部 一般大学学部 短期大学

大学院（教員養成系） 大学院（一般） その他

（２）公立小・中・高校教員における養成機関別構成

（１）公立学校教員採用試験の採用者学歴別内訳（平成２２年度）

（ ）内は過去１５年間でのピーク時の数字であり、国立教員養成系大学・学部出身者の公立学校教員
採用者数に占めるシェアは年々低下している。
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免許状取得者数と教員採用者数の推移

授与年度

昭和３９年度

平成１７年度
うち小学校

中学校
高 校

昭和５９年度

免許状取得者数（人） 教員採用者数（人）

４９,４６４

１１７,９０３
１６,５７６
５１,１９０
７３,５０９

１５１,００８

３２,９３６

５１,０２７

４０,１５６
１３,０３８ （※５,０２５）

２,０８８）
１,６５６）

６,９０９ （
６,２１４ （

採用者数は授与年度の翌年度

教員として採用される者は免許取得者の1/3

※ 教員就職者がいない認定課程を有する大学も存在
※は新卒での採用者
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養成機関別新規学卒者免許状取得者数

小学校教員免許状取得者数：１万７，６０４人

大学院
（６．６％）

学部
（８７．１％）

短期大学
（６．２％）

国立
教員養成系

（５．９％）

国立教員養成系
（５１．７％）

公私立大
（３３．０％）

国立
一般系
（２．４％）

国立一般系（０．２％）

公私立大 （０．５％）

中学校教員免許状取得者数：4万９，８８２人

大学院
（８．６％）

学部
（８８．９％）

短期大学
（２．５％）

国立教員養成系
（２２．３％）

公私立大
（６０．０％）

国立一般系
（６．５％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（１．８％）

国立
教員養成系

（３．４％）

高等学校教員免許状取得者数：６万６，５４６人

大学院
（９．１％）

学部
（８７．１％）

国立教員養成系
（１５．５％）

公私立大
（６４．３％）

国立一般系
（１１．１％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（２．９％）

国立
教員養成系

（２．８％）

※平成２１年３月卒業者の免許状取得状況

●免許状取得者数：教職員課調べ
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国立教員養成系大学・学部の現状（２２年度）

学 部

大学院（修士課程）

○設置状況：４４大学４４学部（うち単科大学１１）

区分

大学数 入 学 定 員 合 計

教員養成課程 新課程

４４ 10,498 4,357 14,855

○課程・入学定員

※ 新課程：教員就職率の低下に伴い、昭和６２年度から教員養成課程の一部を、教員以外の職業分野の人材や高
い教養と柔軟な思考力を身につけた人材を養成することを目的とした課程として改組したもの。

○設置状況

設 置
大学数

研究科数 専攻数 入学定員

４５ ４５ １７３ ３，３３３

教職大学院（専門職学位課程）

○設置状況 区分 設置大学数 入学定員

国立 １９ ６４５

私立 ６ １９５

計 ２５ ８４０
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• 教員養成に対する明確な理念（養成する教員像）の追求・確立がなされていない
大学があるなど、教職課程の履修を通じて、学生に身に付けさせるべき最小限必
要な資質能力についての理解が必ずしも十分でないこと。

• 教職課程が専門職業人たる教員の養成を目的とするものであるという認識が必
ずしも大学の教員の間に共有されておらず、講義概要の作成が十分でなかったり、
科目間の内容の整合性・連続性が図られていないなど、教職課程の組織編成や
カリキュラム編成が、必ずしも十分整備されていないこと。

• 大学の教員の研究領域の専門性に偏した授業が多く、学校現場が抱える課題に
必ずしも十分に対応していないこと。また、指導方法が講義中心で、演習や実験、
実習等が十分でないほか、教職経験者が授業に当たっている例も少ないなど、実
践的指導力の育成が必ずしも十分でないこと。特に修士課程にこれらの課題が
見られること。

大学の教職課程の課題

平成１８年７月 中央教育審議会答申

「今後の教員養成・免許制度の在り方について」



7

学校現場が抱える課題

平成５年度 平成２０年度

１．９倍

0.17
%

0.32
%

小学校 中学校

平成５年度 平成２０年度

２．３倍

2.89
%

1.24
%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成18年度 平成20年度

１．７倍

小学校

3,494
件

5,996
件

平成18年度 平成２０年度

中学校

27,540
件

39,161
件

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成５年度 平成２０年度

小学校

7,569
人

19,504
人

平成５年度 平成２０年度

中学校

2,881
人

7,576
人

２．６倍

通級による指導（注）を受けている児童生徒数 特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍

する児童生徒数（国・公・私立計）

（注） 平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍
する児童生徒数を合計した数字

（注） 要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、準
要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ずる
程度に困窮している者をいう。

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

１．４倍

平成５年度 平成21年度

４．２倍

11,963
人

小学校

平成５年度 平成21年度

１１．６倍

296人

中学校

平成５年度 平成21年度

１．７倍

小学校・小学部

平成５年度 平成21年度

１．５倍

中学校・中学部

平成７年度 平成２０年度

１．５倍

要保護

平成７年度 平成２０年度

１．９倍

準要保護

46,956
人

3,452
人

学級
45,650人

学級
93,488人

8.7
万人

13.1
万人 67.9

万人

130.5
万人

発達障害(注2)

14,893人

発達障害(注2)

1,910人

(注) 通常学級に在籍しながら週に１～８単位時間、特別な場で指導を行う教育

形態

（注2）上記は自閉症、LD、ADHDの通級指導教室を利用している数。小中学校

における発達障害の児童生徒数は約68万人と推計されている(H14年度)。

学校

29,201人

学校

35,256人
学校

21,290人

学級
23,600人

学級
41,678人

学校
27,046人

２．６倍
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●昭和４１年度調査

学

校

行

事

●平成１８年度調査

残業時間

授　業
授 業 準 備
成績処理等

授　業
授 業 準 備

成績処理等
学校行事

学

校

行

事

学校行事 事務的な業務

休憩

事

務
的

な

業
務
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主
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憩
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習

・
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務
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業
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・
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対
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授
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備
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等
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修
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務

）
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習
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活
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護

者

対

応

等

授

業

準

備

・

成

績

処

理

等

保護者対応等

月

約
８
時

間

月
約

　
時

間

３４

教員勤務実態調査（昭和４１年度調査と平成１８年度調査の比較）

・昭和４１年度と比べ、「事務的な業務」、「生徒指導等」、「補習・部活動等」の業務が増えている。

出典：文部科学省「教員勤務実態調査」

多忙化する教員の勤務実態
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学校規模（学級数）別学校数（22.5.1現在）

【小学校】１２学級以下 ５１．０％（最も多いのは７学級）

教職員配置の標準（例） ６学級：教諭７人 ７学級：教諭８．１人
１２学級：教諭１３．５人 １８学級：教諭２０．６人

（校長、教頭除く）

【中学校】 ９学級以下 ４２．１％（最も多いのは３学級）

教職員配置の標準（例） ３学級：教諭７．５人 ９学級：教諭１４．５人

１５学級：教諭２２．４人

（校長、教頭除く）

学校の小規模化により校内での人材養成も困難に
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4,174
6,445

7,997
9,206

9,820
10,172

10,995
11,162

10,741
10,267

10,910

12,879
12,878

12,722
13,204

14,595
15,999

14,635
15,919

17,693
18,328

19,209
20,266

21,465
22,697

24,323
23,943

23,135
22,069

21,024
18,843

16,274
14,270

12,900
11,679

31
14
0

0

12,224
11,717

10,659

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

20歳(平成61年度退職）

21歳(平成60年度退職）

22歳(平成59年度退職）

23歳(平成58年度退職）

24歳(平成57年度退職）

25歳(平成56年度退職）

26歳(平成55年度退職）

27歳(平成54年度退職）

28歳(平成53年度退職）

29歳(平成52年度退職）

30歳(平成51年度退職）

31歳(平成50年度退職）

32歳(平成49年度退職）

33歳(平成48年度退職）

34歳(平成47年度退職）

35歳(平成46年度退職）

36歳(平成45年度退職）

37歳(平成44年度退職）

38歳(平成43年度退職）

39歳(平成42年度退職）

40歳(平成41年度退職）

41歳(平成40年度退職）

42歳(平成39年度退職）

43歳(平成38年度退職）

44歳(平成37年度退職）

45歳(平成36年度退職）

46歳(平成35年度退職）

47歳(平成34年度退職）

48歳(平成33年度退職）

49歳(平成32年度退職）

50歳(平成31年度退職）

51歳(平成30年度退職）

52歳(平成29年度退職）

53歳(平成28年度退職）

54歳(平成27年度退職）

55歳(平成26年度退職）

56歳(平成25年度退職）

57歳(平成24年度退職）

58歳(平成23年度退職）

59歳(平成22年度退職）

60歳(平成21年度退職）

61歳以上

(人)

小学校

中学校

公立小・中学校年齢別教員数（平成22年3月31日） 文部科学省調べ

【小学校】 355,134人 44.5歳
【中学校】 202,349人 44.3歳

【合計】 557,483人 44.4歳

大量退職時代を迎える中、今後、経験の浅い教員が大量に誕生

188,460人

全体の約34％
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25.2
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7.0
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56.8

58.8

41.6
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32.9

37.6

38.5

49.0

52.5

51.3

58.1

17.3

13.3

51.6

58.7

62.1

58.6

54.8

53.7

42.1

39.6

38.7

19.7

5.1

6.0

3.0

2.9

2.5

1.9

2.3

3.7

1.2

2.9

2.8

3.0

4.8

4.6

6.0

7.5

5.0

3.1

0.6

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．教師の仕事に対する使命感や誇り(N=5934)

ｂ．子どもに対する愛情や責任感(N=5968)

ｃ．子ども理解力(N=5972)

ｄ．児童・生徒指導力(N=5955)

ｅ．集団指導の力(N=5964)

ｆ．学級づくりの力(N=5955)

ｇ．学習指導・授業づくりの力(N=5948)

ｈ．教材解釈の力(N=5961)

ｉ．豊かな人間性や社会性(N=5965)

ｊ．常識と教養(N=5970)

ｋ．対人関係能力、コミュニケーション能力
(N=5972)

ｌ．教職員全体と同僚として協力していくこと

(N=5974)

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

とても充足している やや充足している やや不足している とても不足している

＜初任者教員の資質能力の充足度＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より

（校長による評価）

ほとんどの項目で「やや不足している」「とても不足している」とする割合が４割を超えており、校長
の初任者教員に対する評価は厳しい。

校長の初任者教員に対する評価
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＜管理職に求められる資質能力の充足度 ＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より

39.6

35.7

47.3

36.3

34.2

37.3

27.0

33.2

28.6

27.4

19.6

44.7

44.9

36.4

42.6

42.2

43.1

40.7

44.5

43.4

43.5

32.6

6.2

6.0

7.7

11.0

12.5

9.5

17.8

9.3

14.3

13.8

9.4

7.0

7.0

8.0

12.2

6.4

7.7

7.9

8.0

7.5

11.3

10.2

12.0

31.5

3.4

3.5

1.7

2.0

3.2

2.4

2.2

1.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．教育に関する理念や識見(N=13518)

ｂ．学校運営に関する法令等の知識と理解

(N=13520)

ｃ．管理職としての責任感(N=13525)

ｄ．地域や学校の状況・課題を的確に把握する力
(N=13518)

ｅ．状況や課題に応じて必要な対応策を創造する

力(N=13510)

ｆ．地域、保護者とのコミュニケーションを図る力

(N=13517)

ｇ．教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ

力(N=13523)

ｈ．関係機関等との連携・折衝を行う力(N=13511)

ｉ．組織的、機動的な学校運営を行う力(N=13509)

ｊ．総合的なマネジメント力(N=13500)

ｋ．その他(N=2130)

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

とても充足している やや充足している やや不足している

とても不足している わからない

（教員による評価） （教育委員会による評価）

15.6

7.1

29.7

14.2

7.4

13.8

7.8

7.4

6.9

5.6

7.1

71.5

63.8

61.9

69.0

60.1

65.3

59.2

65.0

62.5

58.2

45.7

11.5

26.4

7.2

15.3

30.2

19.2

29.9

25.3

28.8

33.6

14.3 5.7 27.1

1.1

0.8

1.1

1.9

0.7

1.2

0.3

0.2

1.4

0.4

1.6

1.1

1.1

1.1

1.0

1.2

1.2

1.0

1.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．教育に関する理念や識見(N=1133)

ｂ．学校運営に関する法令等の知識と理解

(N=1132)

ｃ．管理職としての責任感(N=1132)

ｄ．地域や学校の状況・課題を的確に把握する力
(N=1133)

ｅ．状況や課題に応じて必要な対応策を創造する力
(N=1129)

ｆ．地域、保護者とのコミュニケーションを図る力

(N=1134)

ｇ．教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ

力(N=1134)

ｈ．関係機関等との連携・折衝を行う力(N=1133)

ｉ．組織的、機動的な学校運営を行う力(N=1133)

ｊ．総合的なマネジメント力(N=1133)

ｋ．その他(N=70)

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

とても充足している やや充足している やや不足している

とても不足している わからない

管理職の資質能力の充足度については、「教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ
力」「組織的・機動的な学校運営を行う力」「総合的なマネジメント力」が不足していると回答
する割合が高い。

管理職に求められる資質能力の充足度
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区分 細目

○教科に関する科目

右記の科目について１以上の

科目合計８単位以上修得

国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育

○教職に関する科目

右記の科目について４１単位

以上修得

・教職の意義等に関する科目 ････････２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ････････６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身

の発達及び学習の過程、教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ･･････２２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、

道徳の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ･･････ ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ････････５単位

・教職実践演習 ････････２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は
教職に関する科目について

１０単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位
以上修得

日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作

免許状の授与に必要な単位の内訳
○小学校教諭一種免許状の場合 （総計６７単位以上） ※ １単位は概ね90分×10コマ

H10に教科
専門の単位
数が減った
（18→8）こと
により、基本
的な授業力
や教材づくり
が弱くなった
との指摘
（理科の実験
ができない教
員など）

教師としての教養を
身につける機会が

十分にない

質量ともに次世代高度ＩＣＴ
人材育成に資する内容と
なっていない（電子黒板を使用
した指導方法などはほぼ皆無）

・教育実習の期間が短い
・実習生受入校の負担が
大きい

特別支援教育、外国人
児童生徒教育等新たな
課題に対応した内容が

不十分

教職専門と教科専門を架橋する
内容が教えられていない

8  

小学校教員養成課程における理科教育の課題

１．機器の使用法を指導していない大学の割合（国公立大） ２．実験が実施できない理由（国公立大学）

３．学生の理科の基礎知識が身についていない
と回答した大学の割合

４．学生の理科に対する認識
（理科を専修していない学生：国公立）

2

10

65

20

22

59

46

1

17

15

1

2

0

11

29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理科全般の内容

物理分野の内容

化学分野の内容

大好き 好き 嫌い 大嫌い 無回答

39

33

21

0

42

45

52

27

15

15

21

70

3

6

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アルコールランプ

リトマス紙

ICT活用観察用コンピュータ

人体模型

全ての学生に指導している 一部の学生に指導している 指導していない 無回答

61

61

58

55

0 20 40 60 80 100

授業時間が足りない

実験準備のための時間が足りない

実験設備・機器が不十分

実験用消耗品が購入できない

出典： 「理科を教える小学校教員の養成に関する調査」
（独）科学技術振興機構理科教育支援センター（平成22年7月）

教員養成課程では、授業時間が足りないため、実験等に関する指導が十分ではなく、
学生の理科の知識不足や苦手意識がみられる。

教員養成課程では、授業時間が足りないため、実験等に関する指導が十分ではなく、
学生の理科の知識不足や苦手意識がみられる。

76%

66%

0 20 40 60 80 100

国公立

私立

15

40.9

47.4

52.8

60.3

68.0

76.8

71.4

教員のＩＣＴ活用指導力の推移

65.1

65.6

57.8

55.2

60

80

100

H

13

.

3

H

14

.

3

H

15

.

3

H

16

.

3

H

17

.

3

H

18

.

3

H

19

.

3

H

20

.

3

H

21

.

3

H

22

.

3

H

23

.

3

（％）

「各教室等においてコンピュータ等を使って指導できる教員の割合」
を活用する能力

A:教材研究・指導の準備・評価などにICT

B:授業中にICTを活用して指導する能力
C:児童のICT活用を指導する能力

E:校務にICTを活用する能力
D:情報モラルなどを指導する能力

72.6

56.4

58.5

66.8

67.0

新基準により調査を実施

Ａ：69.4

Ｅ：61.8

Ｃ：56.3

Ｂ：52.6

Ｄ：62.7

73.9

58.5

60.3

69.4
76.8

50

70

90

68.6

※ 調査対象：全国の全公立学校（小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校及び特別支援学校）

※ＩＣＴ（Information and Communication Technology コンピュータやインターネットなどの情報通信技術）

（平成２１年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果〔速報値〕 （平成２２年３月現在））

40
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教科に関する調査の結果

○算数の勉強が好きな小学生の割合が21年度と比べやや低く

なるなど，今後注意して見ていくべき項目もあるが，関心・意

欲・態度，宿題，基本的生活習慣等の多くの項目で肯定的な

回答をした小中学生の割合が高くなっている。

○３歳から６歳までの間に，「幼稚園に通っていた」，「保育所に

通っていた」，「どちらにも通っていなかった」小中学生の順に，

正答率が高い傾向が見られる。

児童生徒質問紙の結果

我が国の子どもたちの学力と学習の状況①

○ 平成２２年４月２０日実施，７月３０日結果公表（提供は教育委員会：７月３０日，学校：８月２日）
○ 小学校第６学年，中学校第３学年の児童生徒（約74万人）が対象

（95％の確率で，各都道府県の平均正答率が，誤差１％以内の精度（抽出率約30％））
○ 対象教科は国語，算数・数学 （児童生徒と学校に対する質問紙調査も実施）
○ 「知識」と「活用」（知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力など）に関する問題を出題

○国語，算数・数学の宿題をよく与える，宿題の評価・指導を

よく行う，国語の指導として書く習慣を身に付ける授業を行

う，ＰＴＡや地域の人々の参加等，学力向上のための取組

等が増加。

○家庭学習の取組として，調べたり文章を書いたりしてくる宿

題を出していた学校の方が平均正答率が高い傾向が見ら

れる。

学校質問紙の結果

◆ 平成22年度全国学力・学習状況調査の結果から

○「活用」に関する問題で，記述式問題を中心
に課題が見られる。

※資料や情報に基づいて自分の考えや感想を明確に記述

すること，日常的な事象について，道筋を立てて考え，数

学的に表現すること 等

○各設問を個別に見ると，「知識」に関する問題
においても継続的な課題が見られる。

※文の構成を理解し，伝えたい内容を適切に書いたり，推

敲したりすること，割合や比例など，２つの数量の関係を

理解すること 等

○中学校調査のうち，19年度調査を踏まえた問

題において，小学校調査から引き続き課題が

見られるものがある。
※スピーチなどにおける話し方の工夫をとらえる，円の面積

をもとめる 等
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・ＰＩＳＡ調査；ＯＥＣＤが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施◆ ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA）の結果から

◆ ＩＥＡ国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ２００７）の結果から
・ＴＩＭＳＳ調査はＩＥＡ（国際教育到達度評価学

会）が昭和39年から行っている調査で、2007
年は、小学４年生と中学２年生を対象に算数・
数学、理科について調査。

・ＰＩＳＡ調査のように「活用する力」ではなく、
学校カリキュラムを通してどの程度知識が身
についたかを調査。

・我が国の児童生徒の学力は、国際的に見て
上位。平均得点はすべて前回以上だが、統計
上の誤差を考慮すると前回と同程度。

・小学校で一部改善が見られるが、学ぶ意欲や
学習習慣に課題があり、また、テレビやビデオ
を見る時間が長く、家の手伝いをする時間が
短いなど生活習慣にも課題。

※１ 2000年、2003年の共通領域の結果で比較
※２ 出題の枠組みが変わったため、比較可能な共通問題の結果で比較

1.0

2.7

0.6

1.6
1.8

1.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

宿題をする テレビやビデオを見る 家の仕事（手伝い）をする

一
日

当
た

り
の

平
均
時

間

日本

国際平均値

中学校中学校

算数 理科

2007年 70% 87%

2003年 65% 81%

国際平均（2007） 80% 83%

勉強は楽しいと思う
（小学校）

2007年
（第５回）

2007年
（第５回）

2003年
（第４回）

2003年
（第４回）

５７０点
(５位/４８か国)

５５４点
(３位/４８か国)

５７０点
(５位/４６か国)

５５２点
(６位/４６か国)

５６８点
(４位/３６か国)

５４８点
(４位/３６か国)

５６５点
(３位/２５か国)

５４３点
(３位/２５か国)

中学校

数学 理科

小学校

算数 理科

我が国の子どもたちの学力と学習の状況②

科学的
リテラシー
2006年調査の

中心分野

有意に低下

有意差なし 有意に上昇

有意差なし

数学的
リテラシー
2003年調査の

中心分野

読解力

2000年・2009年

調査の中心分野 有意に低下

有意差なし

前回と共通領
域の正答率
は変化なし
（※１）

共通問題の
正答率は変
化なし（※２）

有意差なし

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国

＜フィンランドに次ぐ
上位グループ＞

５２２点(8位/32ヵ国)
(8位/28)

＜上位グループ＞

５５７点(1位/32ヵ国)

(１位/28)

＜上位グループ＞

５５０点(２位/32ヵ国)

(２位/28)

＜上位グループ＞

５４８点(２位/41ヵ国)

(２位/30)

＜上位グループ＞

５３４点(６位/41ヵ国)

(４位/30)

＜ＯＥＣＤ平均と
同程度＞

４９８点(14位/41ヵ国)
(12位/30)

２００３年
平成15年7月調査実施、

翌年12月公表

２０００年
平成12年7月調査実施、

翌年12月公表

＜上位グループ＞

５３１点(６位/57ヵ国)

(３位/30)

＜ＯＥＣＤ平均より
高得点グループ＞

５２３点(６位/57ヵ国)
(10位/30)

＜ＯＥＣＤ平均と
同程度＞

４９８点(15位/57ヵ国)
(15位/30)

２００６年
平成18年6、7月調査実施、

翌年12月公表

２００６年
平成18年6、7月調査実施、

翌年12月公表

＜上位グループ＞

５２９点(９/65ヵ国)

(４位/34)

＜上位グループ＞

５２０点(８位/65ヵ国)

(５位/34)

＜上位グループ＞

５３９点(５位/65ヵ国)

(２位/34)

２００９年
平成21年6、7月調査実施、

翌年12月公表

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国
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最近の改革

○ 現職教員の最新の知識技能の修得：教員免許更新制の導入 （平成21年度から）

○ 大学院段階における教員養成課程の充実：教職大学院の設置 （平成20年度から）

○ 学部段階における教員養成課程の充実：「教職実践演習」の必修化 （平成22年度から）等

【教職実践演習の概要】
○ 教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な資質能力の全体を確実に身に付けさせるとともに、その

資質能力の全体を明示的に確認するため、平成２２年度から教職課程の中に、新たに必修科目として設定。
○ 教員として求められる４つの事項（①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項②社会性や対人関係能

力に関する事項③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項④教科・保育内容等の指導力に関する事
項）を含めて実施。

・授業方法：演習を中心。（ロールプレーイング、事例研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等）
・指導教員：教職に関する科目の担当教員と教科に関する科目の担当教員が協力して実施
・履修時期：原則として、４年次（短期大学の場合には２年次）の後期に実施
・最低修得単位数：２単位

【全学的な教職課程の質保証の取組】
●岡山大学教育学部： 「全学教師教育開発センターの設置」

・全学教職コア・カリキュラムを構築し、岡山大学の教員養成の質を組織的に保証するとともに、ウェブ化した教職実
践ポートフォリオを用いた成績評価で教育実践力の到達度を確認し、質保証を行う。

・教師教育開発センターを母体に、岡山県・市教育委員会をはじめとする教育行政・学校現場と連携した全学的な
教員養成体制を整備。

●島根大学教育学部： 「開放性、目的養成」融合型教職課程が育む確かな教師力－教師教育研究センターに
よる全学教職課程改善プロジェクト－
・教職課程の管理・運営の責任機関として、教育学部に「教師教育研究センター」を設置。

①外部評価委員会の設置等による開放性・目的養成融合システムの構築、
②１０００時間体験学習プログラムの全学的適用、
③プロファイルシートによる「教職履修カルテ」 等を利用した全学教職課程管理システムの構築を図る。
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最近の改革
学士課程教育の構築に向けて（２０年１２月 中教審答申）大学に期待される取組
第2章第２節 学士課程編成・実施の方針について ～幅広い学び等を保証し、２１世紀型市民にふ

さわしい学習成果の達成を～

２ 単位制度の実質化
◆ 学部・学科等の目指す学習成果を踏まえて、各科目の授業計画を適切に定め、学生等に対して明確に

示すとともに、必要な授業時間を確保する。
シラバスに関しては、国際的に通用するものとなるよう、以下の点に留意する。

・各科目の到達目標や学生の学修内容を明確に記述すること
・準備学習の内容を具体的に指示すること
・成績評価の方法・基準を明示すること
・シラバスの実態が、授業内容の概要を総覧する資料（コース・カタログ）と同等のものにとどまらないようにすること

１ 教育課程の体系化
◆ 学習成果や教育研究上の目的を明確化した上で、その達成に向け、順次性のある体系的な教育課程を

編成する（教育課程の体系化・構造化）

３ 教育方法の改善
◆ 学習の動機付けを図りつつ、双方向型の学習を展開するため、講義そのものを魅力あるものにすると

ともに、体験活動を含む多様な教育方法を積極的に取り入れる。
学生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法を重視し、例えば、学生参加型授業、協調・協同学習、課題解決・探求学習

などを取り入れる。大学の実情に応じて、社会奉仕体験活動、フィールドワーク、インターンシップ、海外体験学習や短期留学
等の体験活動を効果的に実施する。学外の体験活動についても、教育の質を確保するよう、大学の責任の下で実施する。

４ 成績評価
◆ 教員間の共通理解の下、成績評価基準を策定し、その明示について徹底する。
◆ 学生が、自らの学習成果の達成状況について整理・点検するとともに、これを大学が活用し、多面的に評

価する仕組み（いわゆる学びのポートフォリオ）の導入と活用を検討する。  20

最近の改革（教科に関する国立教員養成大学・学部の役割）

国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会報告書 （平成１３年１１月２２日）

（３）教員養成学部としての独自の専門性の発揮

①教科専門科目の在り方

○ 教科専門科目の分野は、理学部や文学部など一般学部でも教育されている。教員養成学部の独自性や特色を
発揮していくためには、教科専門科目の教育目的は他の学部とは違う、教員養成の立場から独自のものであるこ
とが要求される。必ずしも共有認識があるわけではないが、教員が教科を通して、教育活動を展開していくというこ
とを考えれば、「子どもたちの発達段階に応じ、興味や関心を引き出す授業を展開していく能力の育成」が教員養
成学部の教科専門科目に求められる独自の専門性といえよう。

（小学校教員養成の場合）

○ 小学校教員養成のための教科専門科目の在り方については、従来から様々な議論があるが、小学校における教
育の特性を考えると、何をいかに教えるかという小学校における教育の充実のため、教科専門と教科教育の分野
を結びつけた新たな分野を構築していくことが考えられる。従来からその必要性が指摘されながら両者の連携が
必ずしも十分ではなかったという実態があるが、その在り方を研究するのは、教員養成学部をおいて他にはなく、
教員養成学部が独自性を発揮していくためにも率先して取り組まなければならない分野であり、これまで以上に関
係者の連携協力を図り、それを構築していくことが教員養成学部の特色の発揮につながっていくと考えられる。

（中学校教員養成の場合）

○ 中学校教員は多くの一般学部でも養成しており、それだけに中学校教員養成の教科専門科目の在り方について
は、教員養成学部の独自性の発揮が求められる分野である。単に一般学部とは専門科目の修得単位数に違いが
あるというのではなく、その内容に本質的な違いがあってしかるべきである。基本的には生徒の発達段階や他教
科との関連性をも踏まえてどのような授業を展開すべきかということを内容とすることが、中学校の教科専門科目
の特色と考えることができる。

②教科教育法（学）の在り方
○ 教科教育法（学）は、免許法上は教職に関する科目の「各教科の指導法」として位置付けられるものであるが、教

科専門と教職科目を結びつけるものとして極めて重要な分野である。この分野は、教育技術的なことを教授する
にとどまることなく、今後、教科教育担当教員と教科専門担当教員とが協力して教員養成学部が独自性を発揮し
ていくための重要な分野として充実を図っていくことが期待される。
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教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な資質能力の全体を
確実に身に付けさせるとともに、その資質能力の全体を明示的に確認する

教職実践演習のねらい

○大学にとっては・・・

→ 履修時期：原則として４年次の後期に実施

○学生にとっては・・・

学生が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力とし

て有機的に統合され、形成されたかについて、大学自らの養成する教員像
や到達目標等に照らして最終的に確認

将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、

必要に応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ること
により、教職生活をより円滑にスタートできるようになること

全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」
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①学校現場の視点（学校現場や教育委員会との連携）

教職実践演習の特徴

②教科と教職の知見を結集

③全学的な質保証の取組への期待

・演習を中心
（ロールプレーイング、事例研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等）

・教職経験者を指導教員に含め、授業計画の作成や学生に対する指導、評価に参加

・教職に関する科目の担当教員と教科に関する科目の担当教員が共同して、科目
の実施に責任を持つ体制

→特に教科に関する科目の担当教員の積極的な参画の必要性

・教員養成カリキュラム委員会等で、入学直後からの学生の教職課程の履修履歴
を把握し、それを踏まえて指導に当たることが必要

23

大学の取組例

【島根大学】
・ 教職実践演習を含む教職課程の管理・運営の全学的な責任機関として「教師教育研究セン

ター」を設置
・ １０００時間体験学習プログラムの全学的適用
・ プロファイルシートによる学生一人一人の「教職履修カルテ」の作成

【岡山大学】
○教育学部附属教育実践総合センターを改組し、全学教師教育開発センターを設置（２２年４月）

・教職実践演習を含む全学教職コア・カリキュラムを構築し、教員養成の質を組織的に保証
・ WEB化した教職実践ポートフォリオを用いた成績評価で教育実践力の到達度を確認（教職実

践演習の履修カルテとして活用）
・ 岡山県・市教育委員会等の教育行政・学校現場と連携した全学的な教員養成体制の整備

【横浜国立大学】
・２２年４月、教育実践総合センターを改組し、教育人間科学部附属教育デザインセンターを設

置。教員養成カリキュラムの開発や全学的な統括、教育委員会との連携の拠点

【愛媛大学】
・２２年１１月に全学センターとして「教職総合センター」を設置

教員養成カリキュラムの研究や改善、教職実践演習に関する全学的な運営や教育委員会と
の連携の拠点
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カリキュラムやポートフォリオの開発に関する取組例

＜カリキュラムやポートフォリオの開発に関する取組＞

【鳴門教育大学】

・ 授業実践学を中核とした「教員養成コア・カリキュラム（鳴門プラン）」を17年度から学士課程に
導入。18年度から教育評価および自己評価の段階指標である「授業実践力評価スタンダード
（鳴門スタンダード）」を開発。

・ 学生の到達目標の確認及び教員の授業改善に役立てるよう教職大学院では「学びのポート
フォリオ」を導入。

【兵庫教育大学】

・ 22年度から学士力の保証と実質化を図るための「教員養成スタンダード」や、自己評価を行う
ための「e-ポートフォリオシステム」や客観評価としての「学習到達度診断カルテ」を開発。

【北海道教育大学】

・ 20年度から評価指標を明示する「ステップアップ・チェックリスト」や学習履歴を記入する「電子
ポートフォリオ」を開発
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教員養成大学・学部におけるFD等取組例
＜新任教員の研修＞

【北海道教育大学】
・ 教員養成課程の新任教員全員に附属学校での研修を義務化。

【宮城教育大学】
・ 新任教員FDの附属校園の公開研究会への参加。

＜公開授業＞
【宮城教育大学】

・ 「小学校の教科に関する専門科目」のほぼ全ての授業（延べ50授業）を2週間にわたり、 教員以外に事務系職員や附属
学校教職員に公開して授業参観、授業検討会の実施。

＜大学院課程の卒業者の進路に関するFD＞
【大阪教育大学】

・ 大学院課程の卒業者の進路に関し、「学生のキャリア意識を育てる授業の工夫」をテーマとする全学FDシンポジウムを開
催。

＜教職実践演習に関するFD＞
【大阪教育大学】
・ 「教職実践演習の実施に向けて」をテーマにFD講演会を実施。学生指導の在り方や､評価、授業カリキュラムなどに関する
情報交換。

＜教職大学院に関するFD＞
【鳴門教育大学】
・ 教職大学院における高度学校教育実践専攻独自のFD委員会を組織

＜専門職大学院GP事業＞
【上越教育大学、兵庫教育大学、鳴門教育大学】

「教職大学院の実習等のFDシステム共同開発」
・教職大学院の「実習」「課題研究」等のカリキュラム内容の点検・評価
・ティーム・ティーチング等教育方法の点検・評価
・実務家教員の研修プログラムの開発

 

教職大学院（専門職学位課程）制度の概要
１．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

① 実務家教員（ 必要専任教員の４割以上

実習を行うよう義務化。（

「理論と実践の融合」に

教職大学院は５年に１回、分野別の認証評価が義

教職等としての実務経験のある教員）を
置くことを法令上規定。

② ４５単位のうち１０単位以上は学校等での 研究指導を受
けることや修士論文の提出が義務づけられていない。）

③ 事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した よる体
系的授業科目

④ 大学は７年ごとに機関別の認証評価を受けることが義務づけられているが、
さらに、 務付けられている。

２．現状（平成２２年度）
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① 教員就職率（現職教員を除く）【平成２２年３月卒業者】

： ９０．０％ （国立教員養成大学・学部５９．６％）

② 入学定員充足率 ： ９５．５％ （前年度より５．１％増）

③ 志願者数 ：１，１９８人 （前年度より７３人増）

④ 入学者数 ： ８０２人 （前年度より５５人増）
現職教員 ３９１人（前年度より８人増）
学部新卒学生等 ４１１人 （前年度より４７人増）
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教職大学院及び修士課程(教員養成系)の現状（平成22年度）

○ 教職大学院

○ 修士課程(国立大学教員養成系)

○ 合計

(教職大学院＋修士課程(国立大学教員養成系) )

＝4,173名

設置大学数 研究科数 専攻数 入学定員(人) 備考

(3) (3) (8) (700)

45 45 173 3,333

(　)内は新教育大学の
大学院に係る内数

設置
年度

研究科・専攻名 入学定員(人) 位　　置
設置
年度

研究科・専攻名 入学定員(人) 位　　置

1 20 教育学研究科　高度教職実践専攻 45 北海道 20 21 教職研究科　教職実践専攻 30 千葉県

2 20 教育学研究科　高度教職実践専攻 32 宮城県 21 20 教職研究科  教職専攻 25 東京都

3 21 教育実践研究科　教職実践専攻 20 山形県 22 20 教育学研究科　教職専攻 20 東京都

4 20 教育学研究科　教職リーダー専攻 16 群馬県 23 21 教職研究科　教職実践専攻 30 東京都

5 20 教育学研究科　教育実践創成専攻 30 東京都 24 20 教職研究科 高度教職実践専攻 70 東京都

6 20 学校教育研究科　教育実践高度化専攻 50 新潟県 25 20 初等教育高度実践研究科  初等教育高度実践専攻 20 静岡県

7 20 教育学研究科　教職開発専攻 30 福井県

8 22 教育学研究科　教育実践創成専攻 14 山梨県

9 20 教育学研究科　教職実践開発専攻 20 岐阜県

10 21 教育学研究科　教育実践高度化専攻 20 静岡県

11 20 教育実践研究科　教職実践専攻 50 愛知県

12 20 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科　教職実践専攻 60 京都府

13 20 学校教育研究科　教育実践高度化専攻 100 兵庫県

14 20 教育学研究科　教職開発専攻 20 奈良県

15 20 教育学研究科　教職実践専攻 20 岡山県

16 20 学校教育研究科　高度学校教育実践専攻 50 徳島県

17 21 教育学研究科　教職実践専攻 20 福岡県

18 20 教育学研究科　教職実践専攻 20 長崎県

19 20 教育学研究科　教職実践開発専攻 28 宮崎県

25大学 840人

早稲田大学大学院

常葉学園大学大学院

大　学　院　名

聖徳大学大学院

創価大学大学院

玉川大学大学院

帝京大学大学院

大　学　院　名

山形大学大学院

上越教育大学大学院

奈良教育大学大学院

宮城教育大学大学院

群馬大学大学院

東京学芸大学大学院

北海道教育大学大学院

岡山大学大学院

福井大学大学院

岐阜大学大学院

愛知教育大学大学院

兵庫教育大学大学院

静岡大学大学院

山梨大学大学院

宮崎大学大学院

長崎大学大学院

鳴門教育大学大学院

福岡教育大学大学院
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【必修領域】

1：不十

分, 0.9%

4：よい,

42.1%

2：あま

り十分

でない,

8.4%

3：だい

たいよ

い,

48.7%

【選択領域】

1：不十

分, 0.7%

4：よい,

55.9%

2：あま

り十分

でない,

5.6%

3：だい

たいよ

い,

37.7%

開設者数 講習数 受講者数（延べ人数）

必修領域 315大学等 876講習 60,680人

選択領域 491大学等 7,536講習 152,364人

※上記の結果は、平成２１年度に実施された講習のうち、平成２２年８月時点で評価結果の集計が完了している、以下の講習につい
てまとめたもの。

＜免許状更新講習事後評価結果 ＞

９割以上の受講者が、受講した講習について、「よい」、「だいたいよい」と回答している。

教員免許更新制の効果①
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＜教員免許更新制の効果 ＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より

35.9
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14.1

8.4

16.6

6.0

28.1

38.9

40.1

38.2

37.8

31.8

11.4

15.5

23.2

30.3

21.7

30.2

20.5

21.2

21.4

22.3

22.7

31.1

4.1

1.2

0.8

1.2

0.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．最新の知識技能の習得(N=13938)

ｂ．児童生徒への質の高い教育の提供(N=13885)

ｃ．教員としての自信と誇りの高まり(N=13892)

ｄ．社会からの教員に対する信頼・尊敬の念の高
まり(N=13889)

ｅ．大学と学校現場の連携(N=13896)

ｆ．不適格教員の排除(N=13863)

・
・

・
・

・
・

とてもある ややある あまりない 全くない わからない
（教員に対する質問）

8.7

7.8

8.1

5.6

3.6

9.6

41.3

35.3

30.8

25.5

22.3

20.8

20.1

26.1

27.4

33.5

32.3

27.4

6.1

9.3

8.1

10.1

26.5

26.5

27.5

26.1

33.6

32.1

4.4

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．最新の知識技能の習得(N=6075)

ｂ．児童生徒への質の高い教育の提供(N=6088)

ｃ．教員としての自信と誇りの高まり(N=6084)

ｄ．社会からの教員に対する信頼・尊敬の念の高ま

り(N=6087)

ｅ．大学と学校現場の連携(N=6092)

ｆ．不適格教員の排除(N=6104)

・
・

・
・

・
・

とてもある ややある あまりない 全くない わからない（保護者に対する質問）

教員、保護者ともに、「とてもある」、「ややある」と回答している割合が、いずれの項目においても
５割以下となっている。

教員免許更新制の効果②

 

学校教育における課題の複雑・多様化

・ 教員が対応すべき課題の多様化（生徒指導上の諸課題、
特別支援教育の充実、外国人児童生徒への対応、ICTの活用
など）

・ 地域・保護者とのより緊密な連携の必要性
・ 教員の実践的指導力・コミュニケーション力の強化の必要性

学校現場を取りまく環境の変化

・ 教員への信頼の揺らぎ（不祥事、指導力不足教員の問題を含む）

・ 社会の高学歴化に伴う教員の地位の相対的低下

・ 教員間の同僚性の希薄化（同僚間で指導し合う文化の消失傾向）

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について

【審議事項】

１．教職生活の各段階で求められる専門性の基盤となる資質能力を着実に身に付けられるような
新たな教員養成・教員免許制度の在り方について

→ 教職課程の期間・内容等の充実、教職大学院の在り方の検討、課程認定の厳格化 など

２．新たな教員養成の在り方を踏まえ、教職生活の全体を通じて教員の資質能力の向上を保証する
しくみの構築について

→ 教員免許制度の見直し、現職研修の充実、免許更新制の検証と在り方の検討 など

３．教育委員会や大学をはじめとする関係機関や地域社会との組織的・継続的な連携・協働の
しくみづくりについて

→ 関係機関や地域が一体となって教員を育て支援する環境づくり、多様な人材の登用 など

その他の方策

・地域や保護者の
声を反映した学
校運営の在り方

・人事管理の改
善・充実

・教員が安心して
教育活動に専念
できる環境づくり

・教員が協働して
学び合える環境
づくり

（同僚性の回復）

教員の資質能力の向上方策の検討に当たっては、教員が教職生活の全体を通じて不断に専門性を高めていくことを

支援するシステムづくりが喫緊の課題 ～初等中等教育政策、高等教育政策の一体的な改革～

教員が生涯を通じて資質能力を高めながら自信と誇りを持って教壇に立ち、社会からの信頼を得られるような環境を

整えていくことが急務

教員の数の拡充（別途検討）教員の質の充実

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について中央教育審議会に諮問

→「教員の資質能力向上 特別部会」を設置して検討（６月２３日より６回開催）
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「審議経過報告（案）」の主な内容

○教員養成の在り方について
・教員養成は、学部4年に加え、１年から２年程度の修士レベルの課程等での学修を

要すること（修士レベル化）について、今後検討を

教職
大学院は、修士レベルの課程等の受け皿として主力を担うことが

学士課程修了者に基礎的な資格（「基 教員と
して採用された後に、必要な課程等を修了すれば修士レベルの資格（

専門免許状（仮称）」を創設す

教育委員会・大学をはじめとする関係機関や地域社会が一体となって教員を養成し、

連携・協働がより広範かつ確実に行われるような仕組みを構築する

進める。

・学校現場における実践力・応用力など教職としての高度な専門性の育成を図る
想定されるが、具体

的な教職課程等の見直しに併せて、教職大学院の在り方についても検討が必要である。

○教員免許制度について
・教員養成の修士レベル化について今後検討を進めることとし、その際、例えば、当
面は、 礎免許状（仮称）」）を付与し、

「一般免許状
（仮称）」）を付与することも検討する。

・教員免許状により一定の専門性を公的に証明する「
ることについて検討する。

○教育委員会・大学等の関係機関の連携・協働について
支援

していくことが重要であることから、大学の教職課程の認定や評価、「専門免許状（仮称）」授
与の際の履歴の評価、大学と教育委員会とが連携した研修の実施等において、これら関係
者の 必要がある。

平成22年12月27日 中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会（第８回）資料
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教員養成の修士化についての効果と課題①

＜教職課程を修士まで引き上げた場合に期待できる効果 ＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より
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6.0
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実践的な指導力が身に付く

教科や生徒指導などの専門性が高まる

学生が教員になることへの自信がつく

保護者からの信頼を得られる

特にない

わからない

・
・

・
・

・
・

教員(N=14225) 学校長(N=6487) 保護者(N=6277)

教育委員会(N=1151) 大学(N=661) 学生(N=2381)

(%)

期待できる効果として「教科や生徒指導などの専門性が高まる」を挙げる割合が全般的に高い。
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教員養成の修士化についての効果と課題②

＜教職課程を修士まで引き上げた場合の問題点・課題 ＞
「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より
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学生の経済的な負担が大きくなる

優秀な教員を確保することが難しくなる

教員として就職できない学生や、途中で教職に向かない
と判断した学生の就職先が問題

大学・大学院で指導する教員の確保が難しい

学校現場の負担とならない教育実習とする必要がある

大学・大学院のカリキュラムを見直す必要がある

特にない

わからない

・
・

・
・

・
・

・
・

教員(N=14225) 学校長(N=6487) 保護者(N=6277)

教育委員会(N=1151) 大学(N=661) 学生(N=2381)

(%)

課題として「学生の経済的な負担が大きくなる」を挙げる割合が全般的に高い。
また、大学や学生の多くは、「教員として就職できない学生や、途中で教職に向かないと判断し

た学生の就職先が問題」も課題として挙げている。

優秀な教員の確保が困難になるという
認識は学生には少ない

 

＜教職課程の認定制度の是非 ＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果（速報）」より

51.7 23.7 3.51.8 19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,144

現状の制度のままでよい 認定の基準を厳しくすべき 認定の基準を緩和すべき

制度自体が不要 わからない

（教育委員会）

38.6 16.0 43.1 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=655

実施すべきである 実施すべきではない どちらともいえない わからない

52.5 5.0 33.9 8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,138

実施すべきである 実施すべきではない どちらともいえない わからない

＜教職課程の運営に関する事後評価・確認の是非 ＞

（教育委員会）

（大学）

２割以上の教育委員会が教職課程の「認定の基準を厳しくすべき」と回答。

事後評価・確認を「実施すべきではない」とする意見に比べ、「実施すべきである」とする意見の方が
多い。

教職課程の認定の厳格化・事後評価の実施について

35

○ 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申案）
（中央教育審議会総会 （第73回） 配付資料）

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）①

第２章 発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の充実方策
２．キャリア教育の充実方策
（３）教職員の意識・指導力向上と実施体制の整備
① 教職員の意識や指導力の向上
○ 加えて、教員養成において、キャリア教育に関する必要な知識や指導方法を修得させることも、指導力の向上

を図る上で効果的と考えられる。このため、教員養成課程の中でキャリア教育に関する内容を充実することに
ついて、今後、教員の資質能力向上方策の見直しを行う中で検討されることが期待される。

第３章 後期中等教育におけるキャリア教育・職業教育の充実方策
３．高等学校におけるキャリア教育・職業教育の充実
（２）専門学科における職業教育
④ 専門学科における職業教育の充実のための環境整備
(ｲ) 教員の指導力の向上、実務経験を有する者の教員への登用の促進
○ また、地元企業を退職した熟練の知識・技能を有する者等、実務経験を有する者が学校で指導することも必

要である。このため、教員採用に当たり、特定の経歴等を持つ者に対する選考方法や、特別免許状を活用した
選考等の事例集を作成・配布するなど特別非常勤講師制度・特別免許状制度の活用や、ティームティーチン
グ等による専門学科の取組を促すことが考えられる。
今後、教員の資質能力向上方策の見直しを行っていく中で、専門学科の教員の免許状の在り方についても検

討していくことが期待される。
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各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）②

○ 文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて（答申）

（平成19年2月2日 文化審議会）

第２ 文化芸術の振興に関する基本的施策
６．国語の正しい理解

・学校教育に携わるすべての教員が国語についての意識を高め，実際に生かしていくことができるよう，学校

の教員の養成及び研修の各段階において，国語力に重点を置いた取組を進める。

○ 中央教育審議会初等中等教育分科会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会における
論点整理 （中央教育審議会総会（第73回） 配付資料）

4．教職員の確保及び専門性向上のための方策について
（2）教職員の養成・研修制度の在り方

① すべての教員が特別支援教育についての専門性を持っていることが望ましい。現在、教員養成段階で、特別
支援教育に関する内容を取り扱うことになっているが、通常の学級の担任、特別支援学級担当教員について
何らかの専門性向上のための方策を検討していく必要がある。例えば、通常の学級の教員については、大学
で特別支援教育関係の単位を修得することが望ましい。また、小・中学校等において特別支援教育を担当す
る教員（特別支援学級や通級による指導の担当教員、特別支援教育コーディネーター）のための免許状を創
設することなども考えられる。さらに、特別支援学校教諭の免許状を保有せずに特別支援学校の教員となる
ことが可能とされている現行制度の見直しを検討する必要がある。今後、教員免許制度全般についての検討
の中で、特別支援教育関係の単位修得や免許制度の在り方等について検討される必要がある。
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○ 教育の情報化ビジョン（骨子）～２１世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～

（平成22年8月26日 文部科学省）

第六章 教員への支援の在り方
１．教員の役割と情報通信技術の活用指導力養成
（教員の養成・採用）
○ 教職課程の認定を受け教員を養成する大学等においては、教育職員免許法施行規則により、「情報機器の

操作（2単位）」や「教育課程及び指導法に関する科目」として「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の
活用を含む）」の履修が必須とされている。

現在、中央教育審議会において、教員の資質能力の総合的な向上方策について検討されているところであ
り、この中で、ICT活用指導力の育成、特に情報教育を担当する教員の免許の在り方等の課題についても十

分検討する必要がある。今後、中央教育審議会における検討を踏まえつつ、教員養成を行う大学や教職大
学院等においては、教育委員会や教育センター等とも連携し、これらの課題に対応する新たな教員養成カリ
キュラムの開発やそれに基づく効果的な履修体制の構築等を図る必要がある。

○ また、教員養成学部（附属学校を含む）をはじめ、大学の教職課程等においては、教員を目指す学生が授
業や実習を通じて情報端末・デジタル機器やソフトウェアに触れる機会の充実を図ることが必要である。教員
養成学部と密接に連携して教育実習や教育研究を行う役割を果たしてきている附属学校、既に先進的に取
り組んでいる学校については、教育の情報化と21世紀にふさわしい学びと学校の創造のために牽引的な役
割を果たすことが期待される。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）③
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○環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針

（平成１６年９月２４日 閣議決定）

２ 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
（２）環境保全の意欲の増進、環境教育の推進のための施策
① 学校、地域、社会等幅広い場における環境教育
イ 学校の教職員の資質の向上

さらに、大学の教育学部等の教員養成課程においても、環境教育を積極的に取り上げるとともに、実践的な
指導方法を教授することが必要です。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）④

○ 知識基盤社会を牽引する人材の育成と活躍の促進に向けて

（平成21年8月31日 科学技術・学術審議会人材委員会）

第4章 次代を担う人材の育成
1．才能を見出し、伸ばす取組の充実
（1）理数好きな子どもの裾野の拡大

一方、教員に関しては、現状では、小学校の教員の約6割が理科を指導するのが苦手という調査もあること

から、例えば、大学は、教員養成の段階において、教育委員会等と連携して、観察・実験実習の機会を増やす
とともに、科学技術と社会とのつながりに関する講義を充実させるなどの取組を進めるべきである（図56）。ま

た、理科専科や小・中学校の連携等により、理工系出身者を小学校の教員として登用していくことも進めるべ
きである。国は、引き続き、小中学校の理数教育指導において中核的役割を果たす教員の養成を支援すべき
である。
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○高等学校における地理歴史科の履修形態の改善に関する要請

（平成22年4月16日 地理学連携機構）

世界史のみ必修という制度は、教員免許取得上でも問題を抱えています。高等学校地理歴史科教員免許状の
取得のために、高等学校で世界史と日本史しか履修していない学生が、大学においてわずかな地理学の単位を
取得するだけで地理歴史科の免許を取得し、高等学校の現場に出る傾向が増加しています。すなわち、中学校
レベルの知識と大学での最低限の単位取得のみで高等学校の地理の授業を担当することになります。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑤

○わが国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画

（平成18年3月30日 「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関係省庁連絡会議）

４．ＥＳＤの推進方策
（２）国内における具体的な推進方策
（ニ）能力開発、人材育成

なお、大学の教職課程において、ＥＳＤに関する内容を積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法が
教授されるよう促します。

（３）各主体に期待される取組
（チ）教員養成・研修機関

教員がＥＳＤに関する知識や技能を有していることにより、児童生徒への効果的なＥＳＤが可能となるため、
教員養成・研修機関には以下のような取組や役割が期待されます。

・ 大学の教育学部等の教職課程において、ＥＳＤについて積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法を
教授すること。

○第３次男女共同参画基本計画

（平成２２年１２月１７日 閣議決定）
第１１分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
１ 男女平等を推進する教育・学習
ア 教育関係者の男女共同参画に関する正確な理解の促進
・教員養成課程における男女平等などの人権教育を促進する。
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各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑥

○成長を支える人材の育成に関する研究会 中間報告

（平成２２年１０月２０日 産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ））

５．政府・地方自治体・教育委員会への要望
（４）教員の養成及び教育現場の改善
①教員の養成方法改革
・産業界は理科教育支援を継続的に行うスタンスではあるが、教育の場面での理科離れ問題への対応のポイン
トは、やはり先生方の理科教育の力を伸ばすこと、そして小学校の理科教育の実施方法を改善することであろう。
・まずは教員養成の場である大学の教育学部で、理科が好きで、理科教育にも熱心に取組める教員を養成する
ことが第一といえる。そのためには、学生の選抜を含めて、教員養成課程のカリキュラムを変更することも選択肢
の一つと考えられる。
・また、小学校においては理科専任の教員を設置して、理科の授業はクラス担任の教員が教えるのでなく、その
理科専任の教員が教えるようにすべきであろう。理科教育に情熱を持って取り組める教員が担当にならないと、
子どもたちの理科への興味や関心を醸成することは困難と思われる。
・こういった理科教員の養成に関する企業側の支援としては、特に小学校教員養成課程に関しては、小学校の理
科教育で使える実験材料や実験方法についてのヒントの提供や、授業のコンテンツ提供を目的とした企業の取り
組みを紹介する講座の設定等が候補として考えられる。

○現代的課題を切り拓く地理教育

（平成１９年９月２０日 日本学術会議 人文・経済地理と地域教育分科会、人類学分科会）
2.6 地図/ＧＩＳに関する教員のスキルの向上と教育現場での地図/ＧＩＳ利活用の推進

地図/ＧＩＳに関する基礎的知識や技能の習得により、地理空間情報を活用した学習の習慣を身につけ、地域の

自然、文化や歴史に愛着を感じ、地域づくりに参画できる能力、国際化や地方分権を理解する人材を育成するこ
とが求められている。学校教育の中で地図/ＧＩＳを積極的に利活用することが重要であるが、そのためには、教
員の地図/ＧＩＳに関する基礎知識や技能の向上が必要である。地理教育の充実を図るべく教員養成カリキュラム
に地図/ＧＩＳに関する科目を新設し、現職教員への地図/ＧＩＳ研修なども実施すること。
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各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑦

○理科好きの子どもを育てるための提言

（平成２２年８月 技術同友会）
現状認識
③理科系がよく分かる教師が少ない

小学校の教師になるには、多くの専門単位を取らなければならないので、理系の学生には難しい。教員養成課
程では理科教育法は数単位で免許の取得が可能で、また教員養成課程への入学も文系の受験勉強で可能な
ので、現実には理系のバックグラウンドでない教員が理科を教えることが多くなる。結局、理科系がよくわかる先
生があまり多くないということが問題である。

○理科教育の復興策に関する提言

（平成２２年１２月 地球を考える会）
４． 理科教育の危機的状況の改革を促進すること

小学校で理科を教える教員の多くが、理科の観察実験指導に苦手意識をもちつつ理科を教えている。中学校
理科教員においても、指導が苦手な分野をもつ教員が少なくない。特に若手教員にその割合が高く、苦手意識を
克服する研修機会も殆どない状況である。理科の基礎的指導力に関する研修機会を一刻も早く充実させるととも
に、基礎的な観察実験能力を習得させていない大学における現在の教員養成システムを改革することを要望す
る。特に小学校の教員の養成において、理科に関する教育をより充実すべきである。具体的には、小・中・高校
の各段階で、理科を教える教員に必須の知識と技能を基準として示し、養成段階でその基準に到達できるように
すべきである。教員を目指す学生には、高校で一定範囲の理科の履修を大学入学要件に課すことも検討すべき
である。

○理科系人材問題解決への新たな挑戦

（平成２２年６月２８日 公益社団法人経済同友会）
３．理科系人材問題の解決に向けた挑戦・政策
（６）教員の確保と資質向上
①理科好きな教員を増やすため、そして初等教育から専門性を持つ教員による授業を行うために、理科系学部
でも小学校教員免許の取得を可能にする
②教員の社会性と専門性を継続的に向上させるために、リカレント教育や教職大学院と理科系大学院の連携の
強化など、教員養成方法を改善する
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各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑧

○これからの教師の科学的教養と教員養成の在り方について

（平成１９年６月２２日 日本学術会議）

４ 科学的教養のための教師教育政策への長期的提言
（１）教員養成を学部レベルの教育から大学院レベルの教育に移行する改革の実施

日本における教員養成はいまだ学部段階を中心としており、他の多くの先進諸国に比べ高度な教養の育成を
大学院で実施する点では大幅に立ち遅れた状況にある。今後学部段階において専門基礎の学習と科学的教養
を培い、教員養成を専門家教育として修士課程を中心に行うよう、教員養成制度全体をグレードアップしていく必
要があり、また実践を通してその高度専門職性を認定していくことが必要である。

 



          　　鳴門教育大学　自然系コース（理科）
          　　教授　佐藤　勝幸

事業報告



先導的大学改革推進委託事業
｢教員養成に関するモデルカリキュラムの作成に

関する調査研究｣
第３回シンポジウム

報告者：鳴門教育大学

佐藤 勝幸

1

 

沿 革（１）

H21.7.9 第11回研究開発検討部会

事業の実施要項及び実施計画書等の申請

H21.7.31 平成21年度「先導的大学改革推進委託事業」

（第二次公募） 採択

H21.8.24 文部科学省と事業に係る事前打合せ

H21.9.１ 第13回研究開発検討部会

実施体制・評価体制の確認

モデルコア・カリキュラム調査研究委員会の設置決定

H21.10.16 第１回モデルコア・カリキュラム調査研究委員会

H21.11.25 全学説明会にて本事業の取組みについて説明
2

沿 革（２）

H21.11.26 第３回モデルコア・カリキュラム調査研究委員会
モデルコア・カリキュラム開発チームメンバー
カリキュラムマップに係るアンケート調査検討

H21.12.15 カリキュラムマップに係るアンケート調査実施
H22.1.12 文部科学省との事業に係る打合せ
H22.2.21 本事業に係る第１回研究協議会

提案発表 岩田 康之先生（東京学芸大）

廣瀬 政雄先生（鳴門教育大）

事例発表 岩部 浩三先生（山口大）

中井 隆司先生（奈良教育大）

三浦 浩喜先生（福島大）

3

 

沿 革（３）

H22.3.2 本事業に係る第２回研究協議会

提案発表 梅津 正美先生（鳴門教育大）

事例発表 長澤 憲保先生（兵庫教育大）

金馬 国晴先生（横浜国立大）

加藤 寿朗先生（島根大）

橋本 孝之先生（大阪教育大）

小島 律子先生（大阪教育大）

増井 三夫先生（上越教育大）

H22.3.１6 本事業に係る第３回研究協議会（本学教員のみ）

4

沿 革（４）

H22.3.28   本事業に係る第１回シンポジウム（大阪市：梅田スカイビル）

提 案

「教員養成におけるモデルコア・カリキュラム創出のための論点」

西園 芳信(鳴門教育大）

「質保証のためのモデルコア・カリキュラムと評価スタンダード」

佐藤 勝幸（鳴門教育大）

「質保証のためのカリキュラムマップ」 葛西 真記子（鳴門教育大）

パネリスト 増井 三夫先生（上越教育大）

遠藤 孝夫先生（岩手大）

船寄 俊雄先生（神戸大）

5

 

H22.5 平成22年度事業計画の確定

H22.7.6  カリキュラムマップ作成の試行

対象：モデルコア・カリキュラム開発チームメンバー

H22.7.6   カリキュラムマップ作成の試行

対象：モデルコア・カリキュラム開発チームメンバー

H22.8.4 本事業に係る第４回研究協議会（本学教員のみ）

H22.8.11   本学全教員に対象に授業科目におけるカリキュラム

マップ 作成依頼

沿 革（５）

6



H22.9.23 本事業に係る第２回シンポジウム（鳴門教育大）

報 告
「適格判定基準となるカリキュラムマップについて」

佐藤 勝幸（鳴門教育大）
「本大学カリキュラムに関する卒業生アンケート結果について」

小野 瀬雅人（鳴門教育大）

パネリスト 山﨑 準二先生(東洋大）
増井 三夫先生(上越教育大）
長澤 憲保先生（兵庫教育大）

H23.1.30 本事業に係る第３回シンポジウム（大阪市：梅田スカイビル）

沿 革（6）

7

 

本事業の実施体制・評価体制

調査研究実施依頼

改革・推進支援評価結果報告

調査研究結果報告

DO
モデルコア・カリキュラム開発チーム

モデルコア・カリキュラム及び適格判定基準の検討と開発
実践結果報告に基づく調査研究結果の分析

コア科目（教科教育実践・教育実習に関する科目）
等の担当教員
モデルコア・カリキュラム及び適格判定の実施

授業実践・適格性の判定依頼実践結果の報告

ACTION

教授会

PLAN

研究開発検討部会
改革・推進策の提案

モデルカリキュラム調査研究
委員会
調査研究計画の立案

戦略的研究開発室

CHECH
21世紀の教員
養成教員研修
等の在り方の

検討会議

FD・SD委員会

学部教務委員会

8

本事業開始までの準備状況（１）

○本学のコア・カリキュラムは「教育職員養成審議会（第３次）」
（平成１１年１２月）と「国立の教員養成系大学・学部の在り方
に関する懇談会」（平成１３年１１月）の指摘や文部科学省初
等中等教育局教育課程課長の竹下典行氏の助言を踏まえ
開発し、平成１７年度から実践している。

○教育実践力とは、学校教育の指導内容の範囲や発展性を理
解し、子どもの発達段階に則して単元を構成したり学習として
展開したりできる能力であり、それは、教科内容学、教科教
育学、教育科学の科学知と教育実践の実践知を統合したも
のととらえる。 9

 

本事業開始までの準備状況（２）

○教育実践力を育成する授業をカリキュラムのコアである「教
育実践学」の部分において、実践的な体験としての「教育実
習」と、それと関連させながら実践を省察的にとらえる「教科
教育実践」により具現化している。教科教育実践を中心に教
養、教育科学、教科教育学、教科専門を関連させ、カリキュラ
ム全体を構成している。

○平成１８年から「特色ある大学教育支援プログラム」において，
「教育実践力」の１つである授業実践力を評価するための指
標となる授業実践力評価スタンダードを開発し，教科教育実
践の第２コア科目である「初等中等教科教育実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
で試行している。

10

コア・カリキュラムの概要

11

 

１．背景と基本構想

２．教養基礎科目、教育実践コア科目、教職共通科目、専修専門科目の各
授業科目の内容とそれらの連携のあり方の再考及びモデルコア・カリキュ
ラムの作成

○教員として必要な資質・能力と授業科目との位置づけをカリキュラムマップ

により明確化し、モデルコア・カリキュラム（鳴門モデル）を作成する。

○カリキュラムマップによるカリキュラム再構築の方法を提案する。

○教員養成教育のためのガイドラインを作成し、各授業の到達目標と学生への

課題を明確にする。

教員として必要な資質・能力と授業科目との位置づけを表したカリキュラムマップ

教員養成教育のためのガイドライン

先導的大学改革推進委託事業に係る報告書骨子案（１）

12



３．適格判定基準の検討・作成及び一部試行

適格判定基準として以下の２つの基準を提案する。

(1)カリキュラムの構造的適格判定基準

カリキュラムマップに授業科目を当てはめることにより、教員としての必要と
される資質・能力に対する授業科目の過不足が判断できる。

カリキュラムマップ

(2)カリキュラムの実践に対する適格判定基準

教職実践演習で開発している基準をもとに授業実践力評価スタンダードの
活用を考えた上、整備した基準を提案する。

適格判定基準

先導的大学改革推進委託事業に係る報告書骨子案（２）

13

 

４．学部対象のカリキュラムマップのアンケート調査の実施

学部学生を対象にカリキュラムマップの有効性、利便性、要望を調査した。

５．教育実践力育成に関する卒業生対象のアンケート調査の実施

コア・カリキュラム実施以前および以後の学部卒業生を対象にカリキュラム
の有効性や要望を調査した。

６．医学教育等の他学部における、現代の諸問題に対する大学での
質保証の取組みに関する調査

徳島大学医学部において、医学教育におけるコア・カリキュラムの効果や実
施実態について調査した。

先導的大学改革推進委託事業に係る報告書骨子案（３）

14

７．国内外の教員養成のカリキュラム、質保証としての評価基準及び
ＦＤ、ＳＤの動向や実態調査

(1)国内の大学の教員養成カリキュラムの比較

(2)国内の大学のＦＤ、ＳＤの動向や実態調査

(3)国外の大学の教員養成カリキュラムの比較

(4)国外の大学のＦＤ、ＳＤの動向や実態調査

８．有識者によるシンポジウムの報告

平成22年3月28日（大阪、梅田スカイビル）

平成22年9月23日（徳島、鳴門教育大）

平成23年1月30日（大阪、梅田スカイビル）

先導的大学改革推進委託事業に係る報告書骨子案（４）

15

 

カリキュラムマップとは？

○教員としての資質・能力
教育人間力：使命感、倫理観、教育的愛情、探究心、教養

協働力：対人関係能力、協調性、社会性

生徒指導力：基本的態度、個人指導力、集団指導力

授業力：教科内容の理解、構想力、展開力、評価力

省察力

○作成方法

各授業科目において、強く関連していると考えられる教員としての

資質・能力を選び、各授業科目の達成目標を記述する。

16

教員としての資質・能力の関係

教育人間力

協働力 授業力生徒指導力

省察力

省察力

教育人間力

協働力 授業力生徒指導力

17

 

カリキュラムマップの記入
例

科目名

教育人間力 協働力

使命感 倫理観 教育的
愛情

探究心 教養 対人関
係能力

協調性 社会性

日本国憲法

憲法の人権・統治機構規定が市
民生活において、いかなる意義
を持つかについて理解する。

18



各授業科目の主な資質・能力

○教養基礎科目： 教育人間力の探究心や教養

○教育実践コア科目： 授業力（教科内容の理解とその他）

○教職共通科目

①実地教育： 教育人間力 協働力 生徒指導力 授業力

省察力

②教科教育関連の科目： 授業力

○専修専門科目: 授業力（教科内容の理解）

19

 

教員養成教育のためのガイドライ
ン

小学校教育専修
教養基礎科目

「日本国憲法」

○到達目標：

【教育人間力：教養】

１．憲法の人権・統治機構規定が市民生活において・・・・・・・

【授業力：教科内容の理解】

１．国家権力拘束規範としての憲法の実質を把握し・・・・・・・

２．憲法問題において適用させるべき理論を・・・・・・

○作業課題： １．人権規定と統治機構規定の関係をめぐる理解

２．近代立憲主義に基づく憲法規範の遵守主体を明確化にすること

３．個別的な人権をめぐる判例を踏まえた違憲性判断基準の分析 20

カリキュラムの実践に対する適格判定基準

○教職実践演習で開発している教員としての資質・能力
教育人間力：使命感、倫理観、教育的愛情

協働力：対人関係能力、協調性、社会性

生徒指導力：基本的態度、個人指導力、集団指導力
学習指導・保育実践力：構想力、展開力、評価力

○授業実践力評価スタンダード
授業構想力：目標の分類と設定、学習者の把握、授業構成、

授業計画

授業展開力：話し方、接し方、教材・教具の使用、

学習者への評価活動

授業評価力：自己の教育・社会観、教育目標、授業構成論、
指導法の対象化と授業評価

21

 

今後の展望

○モデルコア・カリキュラム（鳴門モデル）をもとにした、よ
り汎用性あるモデルコア・カリキュラムの作成

○教員養成教育のためのガイドラインの改訂

○適格判定基準の改良

○教員養成のためのモデルコア・カリキュラムの普及

○コア・カリキュラム及び適格判定基準の実践と再検討
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